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第１章 計画の位置付け等 

１ 計画策定の背景 

武蔵野市では、平成 24 年に「武蔵野市市民活動促進基本計画」（以下「第一期計画」と

いう。）を策定しました。この計画は「武蔵野市ＮＰＯ活動促進基本計画」（平成 19～23 年

度）を引き継ぐもので、市民活動を促進するための基本的な考え方を示し、目標として「市

民による公益的活動が活性化し、同時に市民活動団体相互や行政等の他の組織との間におけ

る『連携と協働』が実現し、すべての団体・組織が課題を解決していく社会」を掲げ、計画

に基づく様々な施策が実施されてきました。計画期間（平成 24～33 年度）が半ばを迎えた

平成 27 年には、この第一期計画を改定し、「武蔵野市市民活動促進基本計画改定計画」（以

下「第一期改定計画」という。）を策定しました。 

このような中、令和２年４月より「武蔵野市自治基本条例」が施行されました。この条例

では、市民自治の推進を図るための４つの基本原則（計画に基づく市政運営、情報共有の原

則、市民参加の原則、協働の原則）を定め、市民・議会・行政それぞれの役割分担や市民主

体のまちづくりの一層の推進を図ること明文化しています。 

また、武蔵野市ではこれまで、市の最も重要な計画である「基本構想・長期計画」の最初

の策定（昭和 46 年）から、市民参加・議員参加・職員参加による「武蔵野市方式」と呼ば

れる策定方法を取り入れ、「市民自治」を原則とした市政運営に取り組んできました。令和

2 年 4 月から始まった「第六期長期計画」においても、自治基本条例の 4 つの原則を基本的

な考え方とし、重点施策の一つに「時代の変化に応じた市民自治のさらなる発展」を掲げ、

市民参加の充実の必要性を述べています。 

一方で、第一期計画及び第一期改定計画の策定以降の社会の状況をみると、少子高齢社会

の到来、環境問題の深刻化、情報通信技術（ＩＣＴ）の急速な発達などによって、人々のラ

イフスタイルや価値観には目まぐるしい変化が生じています。特に新型コロナウイルス感染

症の感染拡大は、人と人との対面による交流が基本であったこれまでの市民活動に大きな影

響を与えており、今後の市民活動促進のあり方について、あらためて検討し直すことが求め

られています。 

このたび、第一期改定計画の計画期間が終了することから、これらの各種の社会情勢の変

化など、市民活動を取り巻く状況の変化をふまえ、本市にふさわしい市民活動促進のあり方

の方向性を示すために「第二期武蔵野市市民活動促進基本計画」（以下「本計画」という。）

を策定するものです。 
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２ 計画の位置付けと計画期間 

本計画は、武蔵野市第六期長期計画を上位計画とする分野別の計画で、令和４年度以降の

市民活動促進のための方向性及び主たる取組みを示すものです。 

計画期間については、長期計画との整合を図るため、令和４年度から令和 11 年度までの

８年間とします。 

なお、施策の進捗状況や社会情勢の変化等を踏まえて、計画期間中に必要に応じて計画の

評価・見直しを行う予定です。 

 

年度 

計画 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

長期計画・調整計画 第六期（10 ヵ年） 

          

    調整計画（５ヵ年）  
          

        第七期 
           
市民活動促進基本計

画 

第一期 

（10 ヵ年） 

        

          
 策定 第二期（８ヵ年） 
          
     評価     

 

３ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、より広い視野から市民活動促進の方向性を議論するため、学

識経験者、市民活動関係者、公募市民、行政関係者からなる策定委員会を設置しました（構

成については資料編を参照）。この策定委員会において、令和３年度中に計画案を取りまと

め、市長へ報告する予定です。 

策定の過程においては、令和２年度までに開催された市民活動推進委員会における討議経

過や、令和元年度の市政アンケート及び令和２年度の市民意識調査、令和３年６月に実施し

た市民活動団体に対する「武蔵野市市民活動団体実態調査」等を参考にしたほか、令和３年

12 月の「中間まとめ」の公表によって広く市民意見を求め、計画の検討に活かしました。 

  

実行計画（５ヵ年） 展望計画（５ヵ年） 
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第２章 基本的な考え方と目標 

１ 市民活動についての考え方 

（１）市民活動の主な特長 

①市民活動の多様性 

市民活動の大きな特長の一つは、その多様性です。武蔵野市では、一定の地域で行われる

地域型の活動から特定のテーマに基づくテーマ型の活動まで、多様な分野で多様な価値観に

基づいて市民活動が活発に展開されています。 

 市民活動団体の団体としての特性も、メンバーの属性、団体や活動の規模、法人格の有無、

活動場所等も異なります。活動形態についても、個々の団体による活動、団体同士のつなが

りに基づく活動、民間企業や行政と連携した活動、特定の所属をもたない個人の市民活動な

ど、様々です。特に近年では、ＳＮＳなどの手軽な情報発信・ネットワーク形成手段の広ま

りや従来のライフスタイルの見直しなどと相まって、特定の団体に属さない個人単位での市

民活動や、対面を必要としないＩＣＴを用いた活動への注目が高まっています。 

 このような市民一人ひとりの創意工夫に基づく多彩な活動が市民活動の特長であり、先駆

性や個別性、柔軟性などの強みにつながっています。 

 

＜分野ごとの主な市民活動団体の例＞ 

分野 団体 

健康・福祉 地域社協（福祉の会）、日赤奉仕団、テンミリオンハウス運営団体、

いきいきサロン運営団体、民生・児童委員、老人クラブ 

子育て 子育て支援団体、青少年問題協議会地区委員会、青少年関係団体 

防災・防犯 自主防災組織、自主防犯組織、消防団 

コミュニティ・

まちづくり 

コミュニティ協議会、町会・自治会 

生涯学習 社会教育関係団体、体育協会加盟団体 

環境 緑ボランティア団体、クリーンむさしのを推進する会、武蔵野クリー

ンセンター運営協議会 

その他 NPO 法人、プロジェクトごとの各種実行委員会 

 

②市民活動の自発性・自主性 

 市民活動の特長の二つ目は、自発性・自主性です。自らの意思に基づき、他者からの強制

や指示で行われるものでないという点が、市民活動の活力の源泉であり、参加者のやりがい

や充実感を生み出し、活動の継続・発展を可能にしていると言えます。市民活動の促進にあ

たっては、この自発性・自主性を高めていく取組みが重要となります。 
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③市民活動の公益性 

  市民活動の特長の第三は、社会的な課題の解決に資するという公益性（公共性・社会貢献

性）です。 

一方で、実際に活動する市民一人ひとりにとっての動機や目的は、社会課題の解決だけで

なく、個人的な関心や、参加者間の交流・親睦など、複合的な面を持ちます。また、趣味等

の私益的活動や、特定のコミュニティ内での共益的活動が、別の面から見れば公益性を有し

ていたり、または後に公益に結びつく可能性を持っていたりするなど、公益性は多面的なも

のであるといえます。 

そのため、市民活動を公益性の面からのみで固定的・一面的に捉えることなく、将来の公

益性ある活動への発展を期待しながら、様々な活動が多様に展開されるような環境づくりが

大切になります。 

 

（２）本計画で対象とする市民活動  

市民活動は、その多様性や自発性・自主性がより良い形で発揮され、尊重されることが大

切です。そのため、本計画で対象とする市民活動は、その分野や形態等の特性を限定せず、

したがって、主体が団体であるか個人であるか、地域型の活動かテーマ型の活動か、行政と

の協働関係があるか市民1独自の活動か等に関わらず、広く計画の対象とします。 

また、活動の目的・効果に関する「私益・共益・公益」の観点からは、基本的に公益性を

有する活動を計画の対象とします。ただし、私益・共益・公益の三者は、必ずしも明確には

区分できず、また公益性の概念は時代や社会情勢によって変化するという点に留意が必要で

す。そのため、私益・共益の要素を含む活動であっても、公益との結び付きが意識されてい

るものは、広く市民活動と捉えて促進していきます。 

 

  

                                                   
1 市民…本計画では、市民活動における「市民」の範囲として、在住の方だけでなく、在勤・在学の方や、市内

で活動をしている方も含めた意味としている。 
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２ 市民活動促進についての考え方 

（１）市民活動促進に関する基本姿勢 

武蔵野市では従来から、市民自治を推進するためのコミュニティづくりの基本として「コ

ミュニティ構想」の理念と「コミュニティ自主三原則」の基本精神2を掲げてきました。武

蔵野市ＮＰＯ活動促進基本計画（平成 19～23 年度）においては、この考え方を市民活動全

体に活かした「武蔵野市ＮＰＯ・市民活動促進三原則」を定め（下記の図表１のとおり）、

これが第一期計画に継承されてきました。本計画においても、この原則の趣旨を継承し、市

民活動促進に関する基本姿勢として位置付けます。 

図表 1 武蔵野市市民活動促進三原則 

 

                                                   
2 「コミュニティ構想」の理念と「コミュニティ自主三原則」の基本精神…市民の「自主参加・自主企画・自主

運営」という武蔵野市のコミュニティづくりの基本理念。 

 

 

【自発性・自主性の尊重】 

・それぞれの市民活動の主体の思いや理念を受け止め、活動の自発性・自主性を尊重

し、共に公益的活動を担っていく存在として捉え、相互理解に努めます。 

 

【先駆性・多様性の尊重】 

・市民活動は、社会的な課題を市民が見出し、その課題を解決するための取組みを市

民自身が進めていくことで、即応的な活動という点での先駆性や、それぞれの状況

に応じた活動という点での多様性を有します。このような性質を踏まえ、市民活動

団体からの情報提供や政策提言、事業提案の意義を尊重します。 

 

【自律化・自立化の促進】 

・具体的な支援策についても多様な選択肢を用意し、市民活動団体が活動内容や特性

等に応じて活用することによって、団体自らの意志と基盤に立脚して活動すること

ができるよう、それぞれの団体の主体性を尊重し、団体そのものの自律・自立を促

進できるようにします。 

自発性・自主性の尊重

先駆性・多様性の尊重 自律化・自立化の促進

NPO・市民活動促進三原則
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（２）多様な市民活動の促進に資する学びの支援 

市民活動はその多様性が特徴であり、それぞれの活動主体の状況や特性によって課題・

ニーズが異なるということに留意が必要です。活動主体の個別性に応じて、どのようなニー

ズがあるのかを意識しながら、そのニーズの違いや変化に柔軟に対応した施策・事業を展開

していく必要があります。 

そうした多様な市民活動の発展には、多様な主体が、対等な形で協力し合える関係を築き

ながら、各々が持ち味を活かして、自律的・自立的3に活動できることが重要となります。

そのためには、実際の活動の経験を通じた気づきや成長が必要であるほか、変化の激しい時

代においては、地域や社会全体の課題を学ぶとともに、新たな課題に対応できるだけの力量

を獲得していけるよう、必要な知識・ノウハウを得るための助言や研修・講座など、学びの

機会が一層重要となってきます。 

本計画では、多様性や自発性・自主性、公益性等の市民活動の特徴を踏まえつつ、新しい

時代に対応していく観点や、自律的・自立的な活動を促進していく観点を重視し、生涯学習

等の施策とも連携しながら、学びの支援を通じた市民活動の促進を図ります。 

さらに、市民活動、児童青少年育成、学校教育等との連携を通して、子ども・若者が市民

活動について体験的に学び、市民活動の担い手として成長できるような機会を創出する必要

があります。それにより、子ども・若者も市民活動に抵抗感なく積極的に参加できるような

機運を高めていきます。その拠点となるコミュニティセンターや武蔵野プレイス、市民会館

等には、より一層の機能の充実が求められます。 

 

  

                                                   
3自律的・自立的…第一期計画における考え方を基本的に継承し、本計画では、「自律」という語は「自らの意思

と規範に基づいて活動する」という意味で、「自立」という語は「行政等の特定の支援等に制約されずに、自

ら調達できる資源に基づいて活動する」という意味で用いている。 
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３ 協働についての考え方 

（１）協働の定義 

「協働」については、武蔵野市自治基本条例において次のように規定しています。 

この「協働」とは、「市の主体的な取組みに市民の協力を得るもの」に限らず、「市民の

主体的な取組みに市が協力するもの」や「市民同士の協力」など様々な形態があります。そ

れぞれの活動が推進されるべきであり、その前提として、それぞれの主体の自主性や主体性

を尊重し、それぞれが対等な立場で協働に取り組むことを規定しています。 

 なお、市と市民との協働には、主に以下のような形態が例として考えられます。 

＜協働の形態の例＞ 

実施主体に関する協働 共催、後援、実行委員会、事業協力 

政策提案に関する協働 企画立案への参画、情報提供・情報交換、評価 

市民活動支援としての協働 公共施設の利用、情報発信機会の提供 

助成・委託としての協働 補助・助成、委託 

また、本計画では、協働よりもゆるやかなつながりも含む、互いにコミュニケーションを

とり、協力し合う形態を示す概念として「連携」という表現を使用しています。 

 

（２）協働に関する基本姿勢 

協働の取組みを進めるにあたっては、協働の主体相互において、「相互理解」、「目的の

共有」、「役割分担の明確化」、「対等なパートナーシップの確立」、「客観性・透明性の

確保」が重要となります。 

本計画では、市民活動の促進に向けて、協働を重要な手段の一つとして位置付け、行政と

市民との間だけではなく、市民同士や、企業・大学等も含めた多様な担い手の間での協働を

重視し、実現していきます。なお、効果的な協働の実現にはコーディネート機能の充実が重

要となるため、地域コミュニティや関係機関とも連携しながら、市全体としてのコーディ

ネート力の向上に取り組んでいきます。  

武蔵野市自治基本条例  

第 16 条 市は、武蔵野市に関わる多様な主体が目的を共有し、適切な役割分担及び相互

の協力の下、それぞれの特性が最大限に発揮され、かつ、相乗効果を発揮しながら公

共的課題の解決を図る取組である協働を推進するものとする 

２ 前項の主体は、それぞれの自主性及び主体性を尊重するとともに、対等な立場にあ

ることを自覚し、協働に取り組むものとする 
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４ 計画の目標(目指すべき姿)   

 

多様な背景をもつ市民同士が、つながり、共に考え、思いを分かち合い、それぞれ

の力を発揮して、住みよい安心なまちづくりに、いきいきと取り組むことができる

社会 

 

社会情勢が急速に変化し、人々の価値観やライフスタイルが多様化する中で、社会的な課

題やニーズも、より多様かつ複雑なものとなっており、これらの課題やニーズに適切に対応

していくためには、単一の主体による取組みだけでは限界があります。公平性や均一性、全

体性が求められる行政セクターと、個別性や柔軟性に優れた民間セクター（非営利セクター

として市民活動団体、営利セクターとして企業等）とでは、各々で長所・短所が異なり、同

じセクターの主体同士でも特徴は様々です。そのため、様々な主体が各々の強みを生かしな

がら活動し、相互に補完し合うことで、相乗効果が生まれ、社会課題への質の高い対応につ

ながることが期待されます。これには、目的を共有し、共に学び考え、対等な関係性で課題

解決にあたる協働の取組みを充実させていくことが重要です。 

 

 一方、市民活動は市民の自発性・自主性と共感によって支えられるものであり、市民の主

体意識と相互のつながりを育み築いていく役割を果たしています。多様な市民活動が豊かに

なることで、知識、経験、意欲など市民一人ひとりが持つ様々な力が発揮され、誰もが社会

の中で生き生きと活躍できる機会が広がり、生きがいや暮らしの充実感が高まっていくこと

が期待できます。それは、地域にいっそうの魅力と活力を生みだし、市民の自治意識を高め

ていくことにつながり、市の市政運営の基本原則として自治基本条例に定められている「市

民自治」の原則4が目指すものとも合致しています。 

 

こうした観点を踏まえ、本計画が目指すべき姿として、「多様な背景をもつ市民同士が、

つながり、共に考え、思いを分かち合い、それぞれの力を発揮して、住みよい安心なまちづ

くりに、いきいきと取り組むことができる社会」と定め、その実現のために求められる市民

活動促進に向けた施策を推進していきます。 

 

  

  

                                                   
4 「市民自治」の原則…地方自治の主権者は市民であり、自らの生活地域について、自ら考え、主体的に行動

し、その行動に責任を負うこと。 



9 

特徴的な取組み 

・むさしの環境フェスタ    ・プレイスフェスタ 

・中高生リーダー講習会    ・子育てひろばボランティア養成講座 

・いきいきサロン事業     ・シニア支え合いポイント制度 

・市公式 LINE の機能拡充   ・季刊むさしのの全戸配布（春号） 

・お父さんお帰りなさいパーティ（武蔵野市民社協）        など 

第３章 これまでの取組みの成果と課題 

１ 第一期改定計画の成果と課題 

本市では平成 29 年度から毎年度、第一期改定計画の施策ごとに、市による評価と、計画

の進捗管理を行うために設置した市民活動推進委員会による評価を行い、今後に向けた課題

を抽出してきました。ここでは、令和元年度の取組みに関する基本施策ごとの市の評価と市

民活動推進委員会の評価、また令和２年度までの特徴的な取組みについて記載しています。 

基本施策１：市民活動の裾野の拡大 

施策の概要 

（１）市民活動のきっかけづくり【重点施策】 

ボランティア意識向上に向けた場の提供や、活動のきっかけの場の提供、地域の魅力発信

による参加につなげる地域の魅力発信を行います。 

（２）多様な活動につながる情報の提供 

市民活動団体の情報を多様な媒体と機会を通じて提供するとともに、地域の社会的な課題

に関する情報など、活動のテーマにつながるような情報についても提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特徴的な取組みの写真掲載予定 
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市の評価 

・各種啓発事業を継続して実施しており、一定の参加者を保っている。また、環境啓発

施設の令和２年度の開設に向けて準備を進めてきた。 

・情報発信におけるＳＮＳの活用等、各取組みのさらなる充実を図っていく。 

 

【重点施策「市民活動のきっかけづくり」に対する評価】 

・市民活動への理解・関心の向上と参加促進のため、ボランティア養成講座や啓発イベ

ント等が多数の事業が実施されており、シニア世代、中高生等の対象者ごと、または

分野・テーマごとの工夫ある内容となっている。市の魅力を伝える「季刊むさしの」

は令和元年度から年１回（春号）全戸配布を開始した。 

 

市民活動推進委員会の評価 

・各種の啓発事業や多様な手段による情報発信が行われていると評価できる。 

・今後はＳＮＳの活用や公共施設へのWi-Fi設置等の環境整備を進めていくことが重要で

ある。特にコミセンが情報発信の拠点として機能するとよい。 

・情報発信の主体間での広報の連携には工夫の余地がある。 

 

【重点施策「市民活動のきっかけづくり」に対する評価】 

・各種の啓発事業が数多く行われていることは評価できる。イベントの参加者を市民団

体や活動につなげていくための工夫・支援や、事業相互の連携についてさらなる検討

が必要である。きっかけとして「必要性」や「楽しみ」は重要である。人が集まるこ

とで自然に生まれるきっかけも大事である。 
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施策の概要 

（１）情報提供の充実 

他団体の活動情報や団体運営に必要な情報、さらには助成金や融資制度など財政支援につ

ながるような情報など、市民活動の多様性とステージにあわせ、自律・自立につながる情報

を提供していきます。 

（２）相談体制の拡充 

市民活動団体の団体運営や事業内容等に関する相談に対応する体制の充実を図ります。 

（３）財政的な支援 

補助金制度の見直しを行うとともに、資金調達のための情報提供の充実を図ります。 

（４）市民活動に関する学びの機会の提供【重点施策】 

講座等の開催により、市民活動の多様性とステージにあわせ、必要な意欲・能力の向上の

場を提供します。あわせて、地域課題を体系的に学ぶ場の構築を進めます。 

（５）交流の促進 

武蔵野プレイスを活用する等により、市民活動団体の交流機会の場の提供や、異なるセク

ターとの連携を推進します。 

（６）コーディネート機能の強化【重点施策】 

複雑化・多様化する課題やニーズに対応すべく、地域としてコーディネートしていく体制

作りを進めます。 

特徴的な取組み 

・各種補助金事業（NPO 法人補助金、クラウドファンディング手数料補助金、環境啓発事業費

補助金、生涯学習事業費補助金など） 

・水の学校、環境の学校 ・市民活動マネジメント講座  ・消費生活展  

・子育てフェスティバル ・市民活動フロアだよりの発行     など 

基本施策２：市民活動の促進と自律・自立に向けた支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特徴的な取組みの写真掲載予定 
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市の評価   

・情報提供、財政支援、交流促進等、市民活動促進の目的を様々な角度から実現していくた

めの事業が行われている。 

・引き続き市民活動団体のニーズを把握しながら施策・事業の充実を図っていく。 

 

【重点施策「市民活動に関する学びの機会の提供」に対する評価】 

・プレイスの「市民活動マネジメント講座」を始めとして、各種の学びの機会を提供してい

る。「水の学校」を発展させた「環境の学校」を令和元年度から開始した。学びの機会を

充実させる取組みが着実に進められている。 

 

【重点施策「コーディネート機能の強化」に対する評価】 

・コミセンにおいては「地域フォーラム」の経験を重ね、コーディネート機能の重要性が再

認識されつつある。コミュニティ未来塾むさしの関連事業は令和元年度は中止となり、今

後の展開の検討が必要である。 

 

市民活動推進委員会の評価  

・多様な事業が数多く実施されていることは評価できる。ただし、学びの機会の提供や専門

的な相談への対応など、行政による対応には限界もあるため、市民活動団体と連携した取

組みについても検討が必要である(たとえば、市民活動団体が提供できる学びの場を活用

する、特定の分野について詳しい団体が交代で、窓口で相談に応じる等）。 

・「学び合う」場も大事である。ニーズをより的確に把握し、講座内容や相談体制の充実に

活かしていく工夫が必要である。 

・団体や活動を俯瞰した情報整理ができるとよい。 

・固定化したメンバーの交代など、団体の組織の活性化に資する支援も求められている。 

 

【重点施策「市民活動に関する学びの機会の提供」に対する評価】 

・各種の事業が実施されていることは評価できる。学びの場・機会の提供や相談対応につい

ては、団体のニーズのより的確な把握や、市民活動団体や企業・大学等とも補完し合いな

がらの取組みも期待したい。 

 

【重点施策「コーディネート機能の強化」に対する評価】 

・「コミュニティ未来塾むさしの」事業の成果と課題を確認し、市民活動団体のコーディ

ネート機能向上を支援する取組みについて、今後の展開を検討されたい。 
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施策の概要 

（１）武蔵野プレイスの有効活用  

テーマやニーズごとに市民活動団体同士をマッチングできるコーディネート機能の強化や

相談体制の確立、市民活動に関する情報の発信や講座の開催など、武蔵野プレイスを活用し

た様々な支援を実施します。 

（２）多様な活動の場の情報提供 

コミュニティセンターをはじめとした様々な公共施設や公共施設以外の利用可能な施設等に

ついても、幅広く情報を提供します。 

市の評価 

・武蔵野プレイスの登録市民活動団体、市民活動フロア利用者数、各種事業の参加者数は、安

定的に推移している。 

・引き続き、情報発信やコーディネート機能強化、相談体制の充実等の取組みを進めていく。 

市民活動推進委員会の評価 

・活動場所は屋内施設に限らず公園などの屋外スペースも考えられ、その利用方法・手続につ

いて、より分かりやすく情報提供を行ってほしい。手続きの簡素化も必要である。 

・施設立地の課題を解消するため、施設同士の連携・協働によるアウトリーチ型の事業も企画

されており、今後の展開が期待できる。 

特徴的な取組み 

・武蔵野プレイスにおける各種事業（啓発事業、情報発信事業、市民活動マネジメント事業、

団体相互交流事業、市民活動団体企画事業、広報支援事業など） 

・環境啓発施設（むさしのエコ re ゾート）の開設 

・市や指定管理者のホームページによる情報発信 

・各種案内冊子・リーフレット等の発行（公共施設利用ガイドマップ、各施設のリーフレッ

ト、コミュニティセンターガイドなど分野ごとの施設案内など）  など 

基本施策３：市民活動の場の活用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特徴的な取組みの写真掲載予定 
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施策の概要 

（１）連携と協働に向けたネットワークの構築 

協働に関する情報提供を行うとともに、企業・大学との協働に関する相談・情報提供や異

なるセクターとの交流の推進を図ります。 

（２）連携と協働に向けた体制の整備 

「連携・協働」の考えを共有し、職員の協働に対する理解の促進と知識の習得を図るとと

もに、地域の情報や課題を、市民と行政が相互に学ぶことのできる場の構築を進めます。 

 

市の評価 

・市民活動団体と行政との協働や、市民団体間の協働を促進する取組みが着実に行われてい

る。 

・今後は自治基本条例に則して職員の協働の意識をより定着させていくため、具体策の検討

を進める必要がある。 

委員会の評価 

・各種イベントに限らず、政策形成過程における行政・市民の協働も進められている。 

・協働促進のために職員研修や職員・市民がともに学ぶ場の設定が必要である。 

特徴的な取組み 

・コミュニティ未来塾むさしの    ・ケアリンピック武蔵野 

・武蔵野アール・ブリュット     ・子育てひろばネットワーク会議 

・大学や企業との包括連携協定    ・自治基本条例の制定・施行   など 

 

基本施策４：課題解決のための「連携と協働」の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特徴的な取組みの写真掲載予定 
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２ 市民活動団体実態調査結果 

ここでは、本計画の策定の参考とするために実施した「市民活動団体実態調査」の結果の

概要と、そこから把握される課題等について記載しています。 

調査の目的 

本計画の策定にあたって、市内を中心に活動する市民団体の概要、活動状況、活動を展開

するにあたってのニーズ等を把握し、市民活動を促進するための課題や方策を把握し、検討

することを目的として、「武蔵野市市民活動団体実態調査」を実施しました。  

 

調査期間 

令和３年６月４日～６月 23 日（調査票締切日は 6 月 16 日） 

 

調査対象団体内訳 

① 武蔵野プレイス登録団体（216 件）、武蔵野市ボランティアセンター登録団体

（71件）、NPO法人（96件） 
322※ 

② コミュニティ協議会 16 

③ 地域福祉活動推進協議会 13 

④ 武蔵野市老人クラブ連合会 1 

合計 339 

※②～④との重複分を除いた数値 

 

配付・回収方法及び件数 

区分 回収数 配付数 

郵送（上記①②③のうち住所を把握している団体） 81 197 

メール（上記①②③のうちメールのみ把握している団体） 6 141 

直接配付（上記④直接配付）  1 

Googleフォーム（郵送・メールにて他の回答手段としてご案内） 22 － 

合計 109 339 

※回収率 32.2％ 

 

 ※実態調査の結果報告書については、以下の武蔵野市ホームページに掲載しています。 

  

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shiminkatsudo/npo_katsudo/1034947.html 
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調査結果の概要 

≪団体活動の担い手の年齢層 ≫ 

団体活動の担い手の年齢層については、「60～70 歳代が中心」が 52.3％と最も高く

なっており、本市の市民活動団体において高齢者が担い手の中心となっている状況がうか

がえます。 

 

 

図表 2 各団体の担い手の年齢層 

 

 

 

※図表における「前回」は、平成 23 年に実施した「武蔵野市市民活動団体実態調査」の結果を

指すが、今回調査は調査対象を拡大していることから、あくまで参考値として示している（前

回は市との協働事業を実施したことがある 106 団体を対象とし、65 団体が回答）。前回と今回

とで共通する項目については、以降も同様に示す。 

 

  

単数回答

20歳未満が中心

20～30歳代が中心

40～50歳代が中心

60～70歳代が中心

ばらついている

その他

不明・無回答

0.9 

2.8 

11.9 

52.3 

19.3 

9.2 

3.7 

0.0 

7.7 

18.5 

49.2 

13.8 

7.7 

3.1 

0 10 20 30 40 50 60
今回（n=109） 前回（n=65）
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≪団体の活動状況や課題について≫ 

団体を立ち上げる際に課題だったこととしては、「活動参加者の確保」が 53.2％で最も

高く、次いで「活動拠点となる場の確保」が 45.9％、「活動資金の確保」が 39.4％となっ

ています（図表４）。 

また、団体が活動を継続する上での課題（新型コロナウイルス感染症の影響が出る前か

らの課題に限定）は「スタッフの増強」が 45.9％で最も高くなっています（次ページ図表

５）。 

立ち上げの段階・活動継続の段階のいずれでも担い手の確保が課題となっていることが

うかがえます。 

 

図表 3 各団体の立ち上げ時の課題（３つまで選択） 

 

 

 

※今回調査では「特になし」の選択肢は設けていない。 

  

複数回答

活動拠点となる場の確保

活動に必要な設備や機器の確保・充
実

活動内容や活動方針の決定

活動資金の確保

活動参加者の確保

周囲の理解や協力

他の団体との連携・ネットワーク

その他

特になし

不明・無回答

45.9 

11.0 

19.3 

39.4 

53.2 

27.5 

21.1 

5.5 

6.4 

41.5 

26.2 

23.1 

27.7 

52.3 

33.8 

12.3 

15.4 

4.6 

1.5 

0 10 20 30 40 50 60
今回（n=109） 前回（n=65）
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図表 4 活動を継続する上での課題（新型コロナウイルス感染症の影響前からのもの）（３つまで選択） 

 

 

 

※一部の選択肢については、表現が前回調査と完全に同一ではない。また、前回調査では「組織

内での理念の共有・浸透」の選択肢は設けておらず、今回調査では「特になし」の選択肢は設

けていない。  

複数回答

活動拠点となる場の確保

活動に必要な設備や機器の確保・充実

事業規模やエリアの拡大

活動資金の確保・充実

活動コストの削減

業務や活動の効率化

スタッフの増強

スタッフの専門性向上

組織マネジメント能力の向上

活動の周知・広報の徹底

活動固定化の解消

世代間交流の促進

団体同士の連携・ネットワークの拡大

外部の専門家（機関）とのネットワーク
の拡大

行政との協働・連携による事業の実施

組織内での理念の共有・浸透

その他

特になし

不明・無回答

33.0 

8.3 

7.3 

35.8 

0.9 

8.3 

45.9 

5.5 

8.3 

35.8 

7.3 

21.1 

11.0 

4.6 

15.6 

7.3 

11.0 

2.8 

26.2 

9.2 

10.8 

23.1 

3.1 

3.1 

20.0 

18.4 

10.8 

21.5 

3.1 

16.9 

16.9 

1.5 

26.2 

9.2 

12.3 

4.6 

0 10 20 30 40 50

今回（n=109） 前回（n=65）



19 

≪新型コロナウイルスの影響について≫ 

活動する上での新型コロナウイルスの影響は、「イベントや行事が中止になった」が

73.4％で最も高く、次いで「活動を休止している」が 38.5％、「メンバー同士の話し合い

の機会が持てない」が 34.9％となっており、行事や会合などの機会を設けることが困難に

なっている状況がうかがえます。 

 

図表 5 活動する上での新型コロナウイルスの影響（あてはまるものすべて） 

 

 

 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)%

1 活動を休止している 42           38.5        

2 イベントや行事が中止になった 80           73.4        

3 活動場所がない 21           19.3        

4 メンバー同士の話し合いの機会が持てない 38           34.9        

5 会員の状況がわからない 4             3.7          

6 マスクや消毒液などの備品が不足している 5             4.6          

7 活動再開のめどが立たない 20           18.3        

8 収入が減った 18           16.5        

9 その他 19           17.4        

10 特に影響は出ていない 7             6.4          

不明・無回答 1             0.9          

N （％ﾍﾞｰｽ） 109         100         
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≪活動情報の発信について≫ 

団体活動の情報発信媒体については、「市の広報紙」、「メンバーなどによる口コ

ミ」、「団体のチラシや広報誌の配付」、「団体のホームページ」は４割から５割と一定

数の利活用がみられます。 

一方で、団体活動の担い手の年齢層別にみると、60～70 歳代を中心とする団体ではい

ずれのＳＮＳも１割未満となっており、ほとんど利活用されていない状況がうかがえま

す。 

 

図表 6 各団体における活動情報の発信方法（あてはまるものすべて）（活動の担い手の年齢層別） 

 

 

 

 

※特に「20 歳未満が中心」「20～30 歳代が中心」において得られた回答数は限定的であるため、

あくまで参考値として示している。  

合計
市の広報

紙

市民社会

福祉協議

会の広報

紙

市のホー

ムページ

武蔵野プ

レイスの

チラシ

コー

ナー・掲

示板

コミセン

の掲示

板・広報

紙

自治体・

他団体の

行事への

参加

主催行事

（講座

等）での

広報

メンバー

などによ

る口コミ

団体のチ

ラシや広

報誌の配

付

新聞・雑

誌・テレ

ビ・ラジ

オ等

全体 109    38.5        19.3        8.3          23.9        28.4        11.9        27.5        43.1        48.6        9.2          

20歳未満が中心 1        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          

20～30歳代が中心 3        0.0          33.3        0.0          0.0          33.3        33.3        33.3        0.0          66.7        0.0          

40～50歳代が中心 13      23.1        23.1        7.7          30.8        15.4        0.0          15.4        46.2        30.8        0.0          

60～70歳代が中心 57      35.1        19.3        1.8          22.8        29.8        8.8          31.6        40.4        45.6        8.8          

ばらついている 21      52.4        19.0        23.8        33.3        38.1        23.8        33.3        66.7        66.7        19.0        

その他 10      70.0        20.0        20.0        20.0        30.0        20.0        20.0        40.0        60.0        10.0        

不明 4        25.0        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          25.0        0.0          

合計

団体の

ホーム

ページ

団体の

メール

団体の

Twitter

団体の

Facebook

団体の

Instagram

団体の

LINE

13～16以

外のＳＮ

Ｓを活用

している

その他

特に発信

していな

い

不明

全体 109    49.5        18.3        15.6        22.9        11.9        5.5          2.8          10.1        5.5          1.8          

20歳未満が中心 1        0.0          100.0       0.0          100.0       100.0       100.0       0.0          0.0          0.0          0.0          

20～30歳代が中心 3        66.7        0.0          0.0          33.3        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          33.3        

40～50歳代が中心 13      53.8        38.5        38.5        53.8        23.1        7.7          7.7          7.7          0.0          0.0          

60～70歳代が中心 57      43.9        10.5        3.5          8.8          1.8          1.8          1.8          10.5        8.8          0.0          

ばらついている 21      66.7        28.6        38.1        38.1        33.3        9.5          0.0          19.0        0.0          0.0          

その他 10      40.0        20.0        20.0        30.0        10.0        10.0        10.0        0.0          0.0          0.0          

不明 4        50.0        0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          25.0        25.0        

活動の

年齢層

活動の

年齢層
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≪情報・ＩＣＴ※等の活用について≫ 

※「ＩＣＴ」とは情報通信技術のことで、本調査においては、インターネット、電子メール等の機能に加え、ＳＮＳ等

のオンラインを活用したコミュニケーションツール（Twitter、Instagram、Facebook、LINE、Skype、

Zoom、Slack、note等）の総称として用いている。 

ＩＣＴ等の利活用に対して感じている課題について、「パソコンやスマートフォンを活

用できるメンバーが少ない」、「個人情報保護やセキュリティ対策など、ＩＣＴを適切に

取り扱う知識・能力に不足がある」が、ともに約４割と高くなっています。一方で、「パ

ソコンやスマートフォンを所持しているメンバーが少ない」については１割未満となって

いることから、機器の所有というより、その利活用に係る技能に関して主に課題が生じて

いることがうかがえます。 

 

図表 7 ＩＣＴ等の利活用に対して感じている課題（あてはまるものすべて） 

 

 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)%

1 特に課題は感じていない 21           19.3        

2 特に利活用の必要性は感じていない 13           11.9        

3
パソコンやスマートフォンを所持しているメンバー

が少ない
9             8.3          

4
パソコンやスマートフォンを活用できるメンバーが

少ない
43           39.4        

5 どのサービスを活用すればいいかわからない 7             6.4          

6
個人情報保護やセキュリティ対策など、ICTを適切

に取り扱う知識・能力に不足がある
42           38.5        

7
オンライン上でのミーティングやイベントの運営な

ど、利用方法や注意点がわからない
23           21.1        

8 その他 28           25.7        

不明・無回答 7             6.4          

N （％ﾍﾞｰｽ） 109         100         
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≪市との協働・連携への意向について≫ 

武蔵野市との協働・連携を深めたいと考えているかについて、「考えている」と「今後

考えてみたい」を合わせると７割を超えており、ニーズがあることがうかがえます（図表

９）。具体的な内容としては、５割前後となっている「イベント等の共催」、「補助金・

助成金の受給」、「情報交換」を中心に、幅広い内容が望まれています（図表 10）。 

 

図表 8 武蔵野市との協働・連携を深めたいと考えているか 

 

 

 

図表 9 具体的にどのような協働・連携を望むか（武蔵野市との協働・連携を深めたいと考えている団体）

（あてはまるものすべて） 

 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)%

1 行政からの受託事業の実施 29           36.3        

2 イベント等の共催 37           46.3        

3 イベント等の後援の依頼 31           38.8        

4 実行委員会・協議会への参加 16           20.0        

5 事業協力 28           35.0        

6 補助金・助成金の受給 43           53.8        

7 企画立案への参加 17           21.3        

8 情報交換 39           48.8        

9 物品や機材、活動場所の提供 27           33.8        

10 研究会等への参加・参画 16           20.0        

11 人材の交流 13           16.3        

12 その他 3             3.8          

不明・無回答 2             2.5          

N （％ﾍﾞｰｽ） 80           100         

単数回答

考えている

今後考えてみたい

現時点では考えていない

不明・無回答

53.2 

20.2 

22.9 

3.7 

52.3 

13.8 

27.7 

6.2 

0 10 20 30 40 50 60
今回（n=109） 前回（n=65）
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≪他団体との協働・連携に関する意向について≫ 

市内で活動する他団体との協働・連携を深めたいと考えているかについて、全団体を対

象にうかがったところ、深めたいと「考えている」と「今後考えてみたい」を合わせて５

割を超えており、一定のニーズがみられます（図表 11）。 

 

図表 10 市内で活動する他団体との協働・連携を深めたいと考えているか 

 

 

 

 

≪武蔵野プレイスの利用状況について≫ 

武蔵野プレイスの各設備等について、使用したことがある割合は、「ワークラウンジの

利用」が 33.9％で最も高く、次いで「プリント工房」が 26.6％、「チラシ・ポスターなど

広報物の設置」が 25.7％となっています。一方で、１割前後にとどまる項目もあり、設備

等の中で利用状況に差があることがうかがえます。 

 

図表 11 武蔵野プレイスの各設備等を使用したことがあるか（あてはまるものすべて） 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)%

1 ワークラウンジの利用 37           33.9        

2 プリント工房 29           26.6        

3 チラシ・ポスターなど広報物の設置 28           25.7        

4 情報ステーションへの投稿 9             8.3          

5 市民活動フロアだより・団体イベント情報への投稿 12           11.0        

6 ロッカー・メールボックスの使用 16           14.7        

7 市民活動支援機能主催の講座・イベントへの参加 12           11.0        

不明・無回答 67           61.5        

N （％ﾍﾞｰｽ） 109         100         

単数回答

考えている

今後考えてみたい

現時点では考えていない

不明・無回答

28.4 

24.8 

41.3 

5.5 

24.6 

30.8 

41.5 

3.1 

0 10 20 30 40 50
今回（n=109） 前回（n=65）
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≪求めたいアドバイスや受けたい講座について≫ 

市の取組みについて、団体として、求めたいアドバイスや受けたい講座の内容として

は、「特にない」が 26.6％で最も高い一方、次いで「人材育成や組織の運営に関するこ

と」が 22.9％、「寄付金や助成金など資金確保に関すること」が 20.2％となっています。 

 

図表 12 団体として求めたいアドバイスや受けたい講座の内容（あてはまるものすべて） 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)%

1 団体の会計・税務に関すること 11           10.1        

2 スタッフの保険・労務に関すること 7             6.4          

3 人材育成や組織の運営に関すること 25           22.9        

4 寄付金や助成金など資金確保に関すること 22           20.2        

5 パソコン操作に関すること 7             6.4          

6
ＳＮＳ活用・ホ-ムペ-ジ作成など情報発信に関する

こと
21           19.3        

7 活動場所の確保や施設の活用に関すること 20           18.3        

8
地域や社会の問題解決などソ-シャルビジネスに関す

ること
12           11.0        

9 武蔵野市の文化・歴史、地域特性に関すること 9             8.3          

10
補助金・助成金などの企画書・申請書の書き方に関

すること
10           9.2          

11 その他 5             4.6          

12 特にない 29           26.6        

不明・無回答 14           12.8        

N （％ﾍﾞｰｽ） 109         100         
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≪市の施策や今後の取り組みについて≫ 

第一期改定計画に沿った市の各施策について、現在の満足度（図表14）と今後の重要度

（図表 15）の評価を点数化し、散布図（次ページ図表 16）にまとめると、市民活動の裾

野の拡大に係る「①市民活動のきっかけづくり」と「②多様な活動につながる情報の提

供」、連携と協働の推進に係る「⑪連携と協働に向けたネットワークの構築」と「⑫協働

に向けた体制の整備」は、重要度が高いとされている一方で現在の満足度は低い（図表15

の右下部に位置する）項目であることがうかがえます。 

市民活動の裾野の拡大に係る取組みは引き続き進めていく必要があるとともに、前述の

とおり、武蔵野市や他団体との連携を希望する割合が高いことから、「今後協働・連携を

考えてみたい」とする団体の後押しや、コミュニケーション機会の確保、他団体との連携

に向けたコーディネート等に継続的に取り組むことが重要であると考えられます。 

 

図表 13 各項目に関する現在の満足度 

 
 

図表 14 各項目に関する今後の重要度 

 

  

項目 満足
ある程度

満足

どちらで

もない

あまり満

足してい

ない

不満足
不明・無

回答

①市民活動のきっかけづくり 2.8          20.2        36.7        15.6        1.8          22.9        

②多様な活動につながる情報の提供 4.6          13.8        39.4        11.0        3.7          27.5        

③情報提供の充実 4.6          21.1        35.8        10.1        0.9          27.5        

④相談体制の充実 3.7          11.0        42.2        11.0        2.8          29.4        

⑤財政的な支援 2.8          22.0        32.1        9.2          5.5          28.4        

⑥市民活動に関する学びの機会の提供 3.7          16.5        42.2        5.5          0.9          31.2        

⑦交流の促進 3.7          12.8        50.5        4.6          0.0          28.4        

⑧コーディネート機能の強化 0.9          9.2          48.6        8.3          1.8          31.2        

⑨武蔵野プレイスの有効活用 9.2          22.9        34.9        2.8          3.7          26.6        

⑩多様な活動の場の情報提供 3.7          24.8        34.9        6.4          1.8          28.4        

⑪連携と協働に向けたネットワークの構築 0.9          10.1        47.7        8.3          2.8          30.3        

⑫協働に向けた体制の整備 0.9          11.9        41.3        12.8        2.8          30.3        

N＝109

項目 満足
ある程度

満足

どちらで

もない

あまり満

足してい

ない

不満足
不明・無

回答

①市民活動のきっかけづくり 2.8          20.2        36.7        15.6        1.8          22.9        

②多様な活動につながる情報の提供 4.6          13.8        39.4        11.0        3.7          27.5        

③情報提供の充実 4.6          21.1        35.8        10.1        0.9          27.5        

④相談体制の充実 3.7          11.0        42.2        11.0        2.8          29.4        

⑤財政的な支援 2.8          22.0        32.1        9.2          5.5          28.4        

⑥市民活動に関する学びの機会の提供 3.7          16.5        42.2        5.5          0.9          31.2        

⑦交流の促進 3.7          12.8        50.5        4.6          0.0          28.4        

⑧コーディネート機能の強化 0.9          9.2          48.6        8.3          1.8          31.2        

⑨武蔵野プレイスの有効活用 9.2          22.9        34.9        2.8          3.7          26.6        

⑩多様な活動の場の情報提供 3.7          24.8        34.9        6.4          1.8          28.4        

⑪連携と協働に向けたネットワークの構築 0.9          10.1        47.7        8.3          2.8          30.3        

⑫協働に向けた体制の整備 0.9          11.9        41.3        12.8        2.8          30.3        

N＝109
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図表 15 各項目に関する現在の満足度と今後の重要度（回答を点数化した散布図） 

 

 

 

※回答に応じて、以下の通り点数化し、平均値を算出 

満足度  重要度 

満足 2 点  重要 2 点 

ある程度満足 1 点  ある程度重要 1 点 

どちらでもない 0 点  どちらでもない 0 点 

あまり満足していない -1 点  あまり重要でない -1 点 

不満足 -2 点  重要でない -2 点 

  

①市民活動のきっ

かけづくり

②多様な活動につ

ながる情報の提供

③情報提供の充実

④相談体制の充実

⑤財政的な支援

⑥市民活動に関す

る学びの機会の提

供

⑦交流の促進

⑧コーディネート

機能の強化

⑨武蔵野プレイス

の有効活用

⑩多様な活動の場

の情報提供

⑪連携と協働に向

けたネットワークの

構築

⑫協働に向けた体

制の整備

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

満
足
度

重要度
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３ 本計画における課題の総括 

 ここでは、第一期改定計画に対する評価や、市民活動団体実態調査の結果、社会情勢の変

化等を踏まえ、本計画において解決を図る必要がある主要な課題を整理し、総括しています。 

 

○市民活動への新たな参加の促進 

市民活動の継続のための課題として、多くの団体が担い手の確保（スタッフの増強）を

挙げています。設立から年数を経ている団体ほどその傾向が強く、活動の中心的な担い手

の高齢化と固定化が課題となっています。 

新たな参加を促すためには、それぞれの市民の状況に応じたきっかけづくりが重要とな

ります。若者世代をはじめとした各世代への働きかけの工夫や、多様な人々が参画しやす

い体制を整えることが必要です。また、市民活動への関心を喚起する広報・情報発信につ

いても、時代の変化に即しながら、より分かりやすく伝わる方法を取り入れていくことが

求められます。 
 

 本計画での対応：基本施策１ 市民活動のきっかけづくり 

           基本施策２ 多様な市民活動を支援する施策の充実 

 

○市民活動に関する相談・コーディネート機能の充実 

市民活動団体には他団体との連携・協働を深めたいという一定のニーズがあり、また求

めているアドバイスの内容も多岐にわたっています。一方で、第一期改定計画の取組みの

評価では、コーディネート機能向上の取組みの展開や専門的な相談対応などについて課題

が示唆されています。 

市民活動の継続・発展や様々な社会課題の解決に向け、市民活動に関わる主体同士のつ

ながりを支援し、必要なアドバイス・支援を適切に提供できるような相談・コーディネー

ト機能の強化が求められます。 
 

 本計画での対応：基本施策２ 多様な市民活動を支援する施策の充実 

基本施策４ 多様な主体による連携と協働の推進 

 

○市民活動の主体の状況に応じた各種支援の充実 

活動継続の課題として、多くの団体がスタッフ増強、資金確保、広報、活動拠点を挙げ

ています。とはいえ、団体の種別ごとに重点課題は異なっている様子が見受けられ、ICT

等の利活用の状況にも差異がうかがえます。 

これまでも様々な施策が実施されていますが、多様な市民活動をさらに促進していくう

えでは、活動する市民や団体の状況を的確に把握するよう努めながら、ニーズに応じた各

種の支援施策を用意し、充実させていくことが求められます。また、特定の団体に所属し

ない個人による活動やプロジェクト型の短期的な活動、子ども・若者による活動など、市

民活動の主体・形態の多様化に対応した活動支援のあり方について、新たな検討も必要と

考えられます。 
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 本計画での対応：基本施策２ 多様な市民活動を支援する施策の充実 

 

 

○市民活動の拠点となる施設の機能充実 

市民活動の拠点としては、開館から 10 年を経た武蔵野プレイスをはじめ、令和 2 年に

は環境啓発施設のむさしのエコ reゾートも開設され、コミュニティセンター、市民会館・

図書館などの生涯学習施設、文化施設、体育施設など、各種活動の場が用意されていま

す。これら各施設が十分に活用されるよう、それぞれの特色や利用方法などを分かりやす

く発信していく必要があります。 

また市民活動団体実態調査からは、武蔵野プレイスは市民活動フロアへの満足度が高い

一方、全市的な施設として立地的な課題が示唆されており、これまでの取組みの評価とし

て、他施設との連携・協働などの今後の展開が期待されています。 

さらに、市民活動の継続と発展のためには、どの公共施設においても、オンラインの取

組みを円滑に進められるよう Wi-Fi などの環境の充実が必要不可欠となっています。同時

に市民や団体等に向けた ICT 活用の支援を充実させていくことが求められます。 
 

 本計画での対応：基本施策２ 多様な市民活動を支援する施策の充実 

基本施策３ 市民活動の基盤の充実 

 

 

○連携・協働の推進 

市ではこれまで市民活動団体の交流を生むイベントやネットワークづくりの取組みを各

種行ってきており、市民活動団体実態調査の結果においても、他団体との連携・協働を深

めたいという一定のニーズがうかがえます。これからも市民活動に関わる団体や個人、大

学や企業など、多様な主体どうしの交流・相互理解の機会を効果的に創出していくことが

望まれます。 

交流・相互理解を育み、連携・協働を促すコーディネート機能は、市の関係部署のほか

様々な機関が担っているため、情報共有や連携した取組みによって、市全体として高めて

いく必要があります。そのために、市職員や関係機関のスタッフは、連携・協働の意識を

市民活動の主体と共有していくことが求められます。 
 

 本計画での対応：基本施策４ 多様な主体による連携と協働の推進 
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第４章 施策の内容 

 本章では、第２章で示した基本的な考え方に基づき、本計画の目標（目指すべき姿）を実

現するため、これまでの成果・課題や関連する計画などを踏まえ、本計画において推進すべ

き５つの基本施策を掲げるとともに、基本施策ごとに必要な施策・取組みを示しています。 

施策の体系 

 下図は、本計画における施策の体系を示しており、それぞれの具体的な内容は 31 ページ

以降において記述しています。 

図表 16 施策の体系 

 

１－１ 市民活動に触れる機会の充実 

①市民活動への関心を促す講座・イベント等の実施 

②教育機関等と連携したボランティア意識の醸成 

③対象者の技能・特性に応じた市民活動への参加促進 

１－２ 多様な媒体による情報提供 

①市民活動に関する情報発信体制の拡充 

②ソーシャルメディアの活用 

③地域の魅力・人材・課題等の多様な情報の発信 

 

２－１ 広報・情報発信の支援 

①情報発信力の強化に向けた支援 

②ＩＣＴの活用支援 

③多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備 

２－２ 活動の拠点・場所の支援 

①市民活動で利用可能な施設等についての情報提供 

②活動拠点としての公共施設における設備の拡充 

２－３ 財政的な支援 

①各種補助金制度の見直しと改善 

②民間の助成金や融資制度等に関する情報提供 

２－４ 学びの機会の提供 

①活動のノウハウ等に関する学びの機会の提供 

②地域や社会全体の課題に関する学びの機会の提供 

２－５ 相談・コーディネート機能の充実 

①相談・コーディネートに関する機能・体制の充実 

基本施策 １ 

市民活動の 

きっかけづくり 

基本施策 ２ 

多様な市民活動を 

支援する施策の充実 
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３－１  武蔵野プレイス及びコミュニティセンター等の 
活動拠点施設の機能充実 

①多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備［２－１③再

掲］ 

②活動拠点としての公共施設における設備の拡充［２－２②再掲］ 

③相談・コーディネートに関する機能・体制の充実［２－５①再掲］ 

④施設相互の機能連携の強化 

３－２ ＩＣＴ活用の活動環境の整備 

①公共空間における通信環境の整備 

②オンライン環境を効果的に活用できる体制の整備 

③オンラインを活用した取組みの拡充  

 

４－１ 連携・協働に向けたネットワークづくり 

①連携・協働に関する情報提供 

②連携・協働に向けた交流の促進 

③多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備［２－１③再

掲］ 

４－２ 連携・協働に向けた体制の強化 

①連携・協働の意識の共有 

②コーディネート機能の充実 

③連携・協働の取組みの推進 

 

基本施策 ３ 

市民活動の 

基盤の充実 

基本施策 ４ 

多様な主体による 

連携と協働の推進 
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基本施策１ 市民活動のきっかけづくり 

すべての市民が市民活動に最初の一歩を踏み出すきっかけをつくるため、市民活動に対す

る理解や関心の向上を図ります。また、その関心を具体的な参加へとつなげることができる

ような多様な機会と情報を提供していきます。加えて、対象者の技能や特性に応じて市民活

動への参加を促進し、市民活動の裾野の拡大を図ります。 

 

１－１ 市民活動に触れる機会の充実 

すべての市民に対して関心を促し、新たな参加者層を広げていくため、イベント等を通じ

たきっかけづくりを行います。また、市民活動に関心があっても実際の参加に結びついてい

ない市民に対して、参加のハードルを下げられるよう、対象者を明確にした呼びかけの工夫

や関係機関との連携を行い、様々な参加体験の機会を提供します。 

 

①市民活動への関心を促す講座・イベント等の実施 

・市民活動への市民の関心を促し、活動に参加するきっかけとなるよう、市民活動の分野

や内容について紹介する講座を企画・実施します。 

・市民活動団体の活動内容をより多くの人に知ってもらうため、団体の活動紹介等を行う

効果的なＰＲイベントを実施します。 

・活動に参加する心理的ハードルを下げるため、市民社協や市民活動団体と連携しなが

ら、様々な参加体験の機会を設け、活動への参加しやすさの向上を図ります。 

・講座・イベント等の参加者が、実際の活動への参加につながるよう、マッチングの支援

を行います。 

②教育機関等と連携したボランティア意識の醸成 

・市民活動に対する関心を高め、ボランティア意識を育むことを目的として、教育機関等

と連携するなどにより、小中学生・高校生等を対象としたボランティア体験の場や、大

学生等を対象としたインターンシップ等の機会の確保を推進します。 

・子ども・若者が自身の体験や関心ごとを通じて市民活動を学び・考える機会を創出し、

市民活動への参加意欲を醸成します。 

③対象者の技能・特性に応じた市民活動への参加促進 

・広報等の情報発信や、ＩＣＴの活用など、求められる技能や経験を明確にして参加を呼

びかけることで、潜在的に参加意向をもつ市民の参加を促し、市民活動団体等と新たな

担い手とを結びつける切り口の創出を図ります。 

・外国籍市民や障がい者等の多様な背景を持つ市民にとって、各々の個性や関心が活かさ

れた地域参加が進展するよう、関係機関と連携した取組みを進めます。 

・参加の妨げとなる負担を低減できるよう、ライフスタイルやスキルに応じた柔軟な参加

要件の設定、ＩＣＴの活用、担い手不足等の悩みの解消などについて、活動団体に対し

て必要な助言・相談対応等を行います。 

・子ども・若者が積極的に市民活動の担い手となれるような活動を支援します。 
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１－２ 多様な媒体による情報提供 

市民活動のきっかけづくりに向けて、ソーシャルメディアの活用やイベントの実施等を含

め、各種の情報発信を図ります。また、身近な公共施設などを、市民活動への関心の有無等

に関わらず市民が広く来訪することのできるオープンな場と捉え、そうした空間での適切な

情報提供等を通し、市民活動のきっかけづくりにつなげます。 

 

①市民活動に関する情報発信体制の拡充 

・市や武蔵野プレイスの広報紙・ホームページ・ＳＮＳ等を活用し、市民社協の広報紙

「ふれあい」等とも連携しながら、市民活動に関する情報発信の拡充を図ります。 

・武蔵野プレイスや図書館、コミュニティセンター、市民会館などの市民に身近な公共施

設は、市民活動に関する情報発信の拠点として充実を図ります。 

・市民・市民団体が自由に情報を発信でき、活発な情報交換が実現できるような仕組みの

導入を検討・実施します。 

 

②ソーシャルメディアの活用 

・フェイスブックなどのＳＮＳを効果的に活用し、各種事業や市民活動団体の情報発信を

行います。 

 

③地域の魅力・人材・課題等の多様な情報の発信 

・活動への参加の動機付けとするため、地域の魅力や地域で活動している人の魅力、地域

で起きている課題等に関する情報を発信します。 

・市民活動が、実際の担い手による尽力だけでなく、幅広い地域住民や事業者等の共感を

得て支えられるよう周知・広報を進めます。 
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基本施策２ 多様な市民活動を支援する施策の充実 

多様な市民活動をより活性化していくため、市民活動主体の個別の状況に応じた支援が必

要となります。広報、場所、資金等の支援に加え、活動の発展に資する能力向上のための学

びの機会の提供、課題に随時対応できるような相談体制の充実等を推進します。 

 

２－１ 広報・情報発信の支援 

市民活動を進めていく中で必要となる広報・情報発信について、スキル習得の支援や公益

的な情報発信媒体の整備等の取組みを行います。 

 

①情報発信力の強化に向けた支援 

・市民活動団体が情報を的確かつ効果的に発信するためのスキルや方法を習得できるよ

う、講座開催や助言・相談対応等を行います。 

 

②ＩＣＴの活用支援 

・ＳＮＳ等での情報発信・取得や、オンラインでの会議や事業の実施等、ＩＣＴの活用に

ついて、能力向上に資する講座の開催、相談対応の体制整備、実際の活用機会の創出等

を検討・実施します。 

・ＩＣＴの活用支援においては、活用に長けた市民等への協力を依頼するなど、これまで

の市民活動の担い手と新たな担い手との関係の創出を図ります。 

 

③多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備 ［３－１①、４－１③に再掲］ 

・武蔵野プレイスのホームページにおける情報ステーションを改善し、市民活動情報にア

クセスしやすく、市民活動団体自らの情報発信も行いやすい環境を検討・整備します。 

 

２－２ 活動の拠点・場所の支援 

市民活動を行う上で重要となる活動の場の確保に資するよう、利用可能な施設について幅広く

情報を提供するとともに、必要な設備等の拡充を図ります。 

 

①市民活動で利用可能な施設等についての情報提供 

・市民活動で利用可能な施設や場所について、利用方法等のわかりやすい情報提供を行い

ます。 

②活動拠点としての公共施設における設備の拡充 ［３－１②に再掲］ 

・市民活動団体にとっての活動拠点となる武蔵野プレイスやコミュニティセンター、市民

会館等の公共施設については、より効果的に活用されるよう、必要な設備や機材の拡充

を図ります。 
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２－３ 財政的な支援 

市民活動団体の資金面の課題の解決に向けて、補助金制度のあり方の検討・改善を図りま

す。また、民間の助成金や融資制度を含め、資金確保に関する情報提供の充実を図ります。 

 

①各種補助金制度の見直しと改善 

・より効果的かつ透明、公平な財政支援を促進する観点から、市民活動団体に対する市の

各種補助金に関し、補助の対象、手続きのしやすさの改善など、より良い制度のあり方

について検討・改善を行います。 

・自立的な資金調達に資する取組みを促進するための財政支援や情報提供等の支援を行い

ます。 

②民間の助成金や融資制度等に関する情報提供 

・市民活動団体の成長や発展の機会を充実させるため、民間の助成金や融資制度、資金調

達のノウハウ等について、情報提供を行います。 

２－４ 学びの機会の提供 

市民活動の展開や、組織としての運営に係る能力の向上に向けて、各種の学びの機会の提

供等を行います。 

 

①活動のノウハウ等に関する学びの機会の提供 

・会計・税務等の団体マネジメントや事業企画、広報等に関する知識・スキルを習得する

講座等の学びの機会を提供します。 

・市民活動団体等に蓄積した知見・経験等が継承され、活動や団体運営を持続的に行って

いけるよう団体内外で知見等を共有する場づくりを検討・実施します。 

②地域や社会全体の課題に関する学びの機会の提供 

・環境、福祉、国際協力、青少年育成、ジェンダー平等、SDGs など、地域や社会全体の

さまざまな課題を学ぶ場を充実させます。 

２－５ 相談・コーディネート機能の充実 

市民活動を進めるうえで発生する様々な課題解決を支援するため、運営や事業内容等に関

する相談やコーディネートに対応する機能・体制の充実を図ります。 

 

①相談・コーディネートに関する機能・体制の充実 ［３－１③に再掲］ 

・市民活動の開始や運営、事業の実施に際しての武蔵野プレイスにおける相談・コーディ

ネート体制の充実を図ります。 

・相談対応等のコーディネート機能について、必要に応じて経験の豊富な市民活動団体が

担うなど、市民活動の担い手が主体となる相互支援の仕組みを検討します。 

・様々な技能をもつ外部人材についての情報提供・マッチングなどの支援を検討します。 

・コミュニティセンター等の市民活動の拠点施設におけるコーディネート機能の向上に向

けた取組みを進めます。 
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基本施策３ 市民活動の基盤の充実 

市民が多様で自由な市民活動を行っていく上で必要な基盤の整備を推進します。特に、市

民活動の拠点として武蔵野プレイス等の公共施設における機能充実を図るとともに、急速に

重要性が高まっているＩＣＴの利用環境を整備します。  

 

３－１ 武蔵野プレイス及びコミュニティセンター等の活動拠点施設の機能充実 

武蔵野プレイスやコミュニティセンター、市民会館等、市民活動の拠点として活用されて

いる施設の機能の充実を図り、相互の連携を強化します。また、市民活動に対する明確な関

心がない市民と市民活動との出会いや、市民活動団体同士の出会いが生まれる場として機能

するよう、市民活動に関する情報の収集・発信を行います。 

 

①多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備 

・２－１③、４－１③の再掲 

 

②活動拠点としての公共施設における設備の拡充 

・２－２②の再掲 

 

③相談・コーディネートに関する機能・体制の充実  

・２－５の再掲 

 

④施設相互の機能連携の強化 

・武蔵野プレイスとコミュニティセンター等の施設とが相互に連携した事業展開と情報発

信の強化を検討します。 
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３－２ ＩＣＴ活用の活動環境の整備 

新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、新しい生活様式の一つとして、インターネッ

トによるオンラインでの交流や活動が急速に広まり、市民活動におけるＩＣＴ活用の重要性

が高まっています。こうした状況を踏まえ、市民活動に携わる方が手軽にオンライン環境を

利用できるよう公共施設の環境整備を進めます。また、ＩＣＴの利用環境や技能について格

差が生まれぬよう、必要な機器の貸し出しや、サポートをする人材の養成・配置等も含めて、

市民活動におけるＩＣＴ活用の支援体制を整備します。 

 

①公共空間における通信環境の整備  

・市民活動を進めるための必要不可欠なＩＣＴインフラとして、あらゆる市民活動空間に

おける通信環境（Wi-Fi など）の整備に努めます。そのためには、まずコミュニティセ

ンター等の市民活動に関する中核的な施設における整備を優先的に進めます。 

 

②オンライン環境を効果的に活用できる体制の整備 

・市民活動に携わる方やＩＣＴの初心者を含めたすべての市民が、オンラインの活動など

でＩＣＴを効果的に活用できるよう、研修・講座の開催や、相談対応のサポートなどの

体制を整備します。 

 

③オンラインを活用した取組みの拡充  

・オンライン会議システムなどＩＣＴを活用した市民活動の普及に向け、武蔵野プレイス

やコミュニティセンター等の公共施設において、ＩＣＴ活用による企画の実施・利用機

会の確保を図ります。 

・ＩＣＴの活用を通じて、特定の場所に集まらずに参加者間をつなぐ企画の実施など、場

所を超えたつながりの創出を推進します。 

 

 

※関連する施策として、基本施策２の２－１②において「ＩＣＴの活用支援」を記載。 
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基本施策４ 多様な主体による連携と協働の推進 

市民活動に関する様々な課題を解決していく上で重要となる、多様な主体間の「連携と協

働」を推進します。その前提として必要な交流の機会を確保するとともに、各機関等におけ

るコーディネート機能の強化を図り、必要な情報の提供・体制整備等と併せて行っていくこ

とで、多様な主体による連携・協働の推進を図ります。  

 

４－１ 連携・協働に向けたネットワークづくり 

市民活動に関連する主体に対して連携と協働に関する理解を促進し、連携と協働に向けた

ネットワークの構築を推進していけるよう、連携と協働に係る情報提供や交流機会の支援等

を行います。 

 

①連携・協働に関する情報提供 

・連携・協働への理解を促し、更なる推進を図るため、そのメリットや実績、実際の経験

を持つ団体の意見等、連携・協働に関する情報を提供します。 

 

②連携・協働に向けた交流の促進 

・市民、市民活動団体、大学等の多様な主体の相互交流・相互理解の場となり、つながり

あえる機会を創出します。 

・市民活動の相互交流や活動促進の拠点である武蔵野プレイスを中心に、市民や市民活動

団体についての情報発信の強化等を通して、相互の情報共有や理解促進を支援します。 

・経験や知見の豊富な市民や団体が他団体等からの相談に応じる場の創出や、相互の学び

合いの推進等により、市民活動の担い手自身が交流の主体となる仕組みの構築を図りま

す。 

 

③多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備 

・２－１③、３－１①の再掲 

 

 

 

  



38 

４－２ 連携・協働に向けた体制の強化 

市民活動の主体が直面している課題は、各主体において解決することが目指されるだけで

なく、他の団体や機関などの社会資源と結びつけることでの解決が期待されることを踏まえ、

意識や具体的な手法の共有、各機関等における市民活動をコーディネートする機能の強化を

図ります。 

 

①連携・協働の意識の共有 

・連携・協働の考え方を様々な団体等が共有し、実際に取り組んでいけるよう、各種の情

報や機会の提供を図ります。また、行政と市民がともに市民活動について学ぶ場の設定

について検討します。 

・連携と協働について、市職員における意識の浸透とコーディネート等に関する必要な手

法・知識の習得のため、職員研修を効果的に活用します。 

・市と市民活動団体とのコミュニケーションを充実させるため、コミュニティ協議会との

協働や、課題に応じた意見交換会の開催など、対話と相互理解の機会の充実を図りま

す。 

 

②コーディネート機能の充実 

・市と武蔵野プレイス、市民社協等が連携し、市民活動のコーディネートに必要な情報の

共有を図ります。 

・地域におけるコーディネートを担える人材の発掘・育成と活躍の場の提供、連携実績の

豊富な団体等が市民活動のコーディネートを担う場の設定など、地域の人的資源を活か

していくことのできる効果的な方策を検討します。 

・市民活動支援の全市的な拠点である武蔵野プレイスや、市民社協、国際交流協会、コ

ミュニティ協議会など市民活動支援の役割を果たしている関係機関同士の連携を促進

し、市全体としてのコーディネート機能の充実を図ります。 

 

③連携・協働の取組みの推進 

・課題意識や情報の共有、課題解決の方策の検討等に関し、庁内や関係機関の連携を推進

し、全庁的に連携と協働に取り組んでいきます。 
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第５章 計画の実行に向けて 

１ 計画の進捗管理 

計画は、作成された後にその取組みが着実に実施され、目標が達成されることが重要とな

るため、その達成状況を定期的に点検しながら管理していくことが求められます。また、社

会情勢が刻々と変化していく中で、適切に計画の方向性を見直していくことも必要です。 

このように、計画で定めた取組みが着実に実施され、目標が達成されているかを確認し、

必要に応じて修正を行うため、進捗管理を実施していきます。 

 

２ 計画の推進体制 

進捗管理にあたっては、庁内関係部署や関係機関による連携会議を設置し、年度ごとに各

施策の進捗や成果・課題等の情報共有と検証を行います。各施策の実施状況や前提に変化が

あった場合、次年度以降の取組みに変更が必要かを検討し、次年度以降の事業見直しに反映

させていきます。 

上記の内部評価に加え、本計画の中間年度である令和７年度中を目途に、それまでの期間

における進捗を踏まえ、外部委員を交えた委員会（市民活動推進委員会）による評価を行い

ます。また、この評価内容を基に、計画の見直しの必要性を検討し、必要な対応を図ります。 

 


